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埼玉県議会令和７年６月定例会付議予定議案件名表 
 

【議案】 
 

予算 

 

  

案件名 概要 

１ 

令和７年度埼玉県一般会計補正予算（第１号） 

 

   

  補正前  ２，２３０，８９０，０００千円 

  補正額      ５，８６２，９８８千円 

  補正後  ２，２３６，７５２，９８８千円 

  対当初比          １００．３％ 

２ 

令和７年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

  補正前     ９１，０６４，２０３千円 

  補正額      ４，１１０，３０８千円 

  補正後     ９５，１７４，５１１千円 

  対当初比          １０４．５％ 

資料１ 
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条例 

 

案件名 概要 

１ 

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正を踏まえ、選挙長等の報酬の額を改定するための改

正 

   

２ 内  容 

 現 行 改正後 

選挙長 

選挙分会長 

審査分会長 

１０，８００円 １２，２００円 

選挙立会人 

審査分会立会人 
８，９００円 １０，１００円 

 

３ 施行期日  

  公布の日から施行し、令和７年７月２８日に任期が満了することとなる参議院議員の任期満了による選挙から適

用 

 

２ 

埼玉県議会議員又は埼玉県知事の選挙におけ

る選挙運動用自動車の使用等の公営に関する

条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  公職選挙法施行令の一部改正に伴い、これに準じて、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公

営に係る公費負担額を改定するとともに、規定の整備をするための改正 

 

２ 内  容 

(1) 選挙運動用ビラの作成の公営の単価改定  

 

(2) 選挙運動用ポスターの作成の公営の単価改定 

 

 (3)  規定の整備 

 

３ 施行期日 

  公布の日（施行の日以後その期日を告示される選挙から適用）等   
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案件名 概要 

３ 

職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

【総務部】 

 

 

１ 趣  旨  

  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正及び埼玉県人事委員会が行った人事管理に関する報告を踏ま

え、職員の仕事と育児の両立支援に関し必要な事項を定めるための改正 

 

２ 内  容 

(1)  部分休業の取得方法の拡充 

  （現 行）勤務時間の始め又は終わりにおいて２時間の範囲内で取得可能 

  （改正後）１日につき２時間を超えない範囲内での取得又は１年につき１０日相当を超えない範囲内での取得を 

       可能とし、いずれかの取得方法を選択可能 

  

(2)  仕事と育児の両立支援に関する措置 

 

３ 施行期日  

  令和７年１０月１日 

 

４ 

埼玉県税条例の一部を改正する条例 

 

【総務部】 

 

 

 

 

 

  

 

 

１ 趣  旨  

  地方税法の一部改正に伴い、県たばこ税の加熱式たばこの課税方式を見直すとともに、規定の整備をするための

改正 

 

２ 内  容 

(1)  県たばこ税  

    加熱式たばこの課税方式について、重量と価格を基に課税標準を算出する方式から、重量のみを基に算出す

る方式に見直す 

 

(2)  規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日等 
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案件名 概要 
５ 

埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

【企業局】 

 

１ 趣  旨  

  県の一般職員に準じ、企業職員の給与の基準を改定するための改正 

 

２ 内  容 

  部分休業の取得方法の拡充に伴う規定の整備 

   

３ 施行期日 

  令和７年１０月１日   

 

６ 

埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例 

 

【下水道局】 

 

１ 趣  旨  

  流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故対応体制を強化するため、職員の定数を改定するための改正 

   

２ 内  容 

  職員定数の改定 

 現 行 改正後 

下水道局 １２１人 １３３人 

 

３ 施行期日  

  公布の日 

 

７ 

埼玉県流域下水道事業企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

【下水道局】 

 

 

１ 趣  旨  

  県の一般職員に準じ、流域下水道事業企業職員の給与の基準を改定するための改正 

 

２ 内  容 

  部分休業の取得方法の拡充に伴う規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和７年１０月１日 
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案件名 概要 

８ 

埼玉県立げんきプラザ条例の一部を改正する

条例 

 

【教育局】 

 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県立加須げんきプラザ及び埼玉県立神川げんきプラザを廃止するための改正 

 

２ 内  容 

  埼玉県立加須げんきプラザ及び埼玉県立神川げんきプラザを廃止 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日  

 

９ 

学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例 

 

【教育局】 

 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県人事委員会が行った人事管理に関する報告を踏まえ、学校職員の仕事と育児の両立支援に関し必要な事項

を定めるための改正 

 

２ 内  容 

  仕事と育児の両立支援に関する措置 

 

３ 施行期日  

  令和７年１０月１日 
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案件名 概要 

１０ 

埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改

正する条例 

 

【教育局】 

 

 

１ 趣  旨  

  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、県立学校

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額及び介護補償の額を

改定するための改正 

 

２ 内  容 

(1) 補償基礎額の改定 

  （例）経験年数５年未満の学校医及び学校歯科医の補償基礎額 

現 行 改正後 

６，６１８円 ７，２８５円 

 

(2) 補償基礎額の扶養加算額の改定 

 現 行 改正後 

配偶者 ２１７円 なし 

子 ３３４円 ４３４円 

 

(3) 介護補償の額の改定 

  親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときの介護補償の額（月額） 

 現 行 改正後 

常時介護 ８１，２９０円 ８５，４９０円 

随時介護 ４０，６００円 ４２，７００円 

 

３ 施行期日  

  公布の日 
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案件名 概要 

１１ 

警察官に対する給貸与品に関する条例の一部

を改正する条例 

 

【警察本部】 

 

 

１ 趣  旨  

  警察法施行令の一部改正に伴い、これに準じて、警察官に支給するスカートを廃止するとともに、支給する被服

の品目を見直す等するための改正 

 

２ 内  容 

(1) スカートの廃止 

   

(2) 支給する被服の品目の見直し 

  （例）  

現 行 改正後 

冬ワイシャツ 

合ワイシャツ 
制服用ワイシャツ 

 

(3) 規定の整備 

 

３ 施行期日  

  公布の日 
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専決処分の承認 

 

 

 

 

 

 

 

案件名 概要 

１ 

専決処分の承認を求めることについて 

（埼玉県税条例等の一部を改正する条例） 

 

【総務部】 

 

 地方税法等の一部改正に伴い、緊急に埼玉県税条例等を改正する必要が生じ、埼玉県税条例等の一部を改正する条

例を専決処分したことについて、地方自治法第１７９条第３項の規定に基づき承認を求めるもの 

 

１ 専決処分年月日 令和７年３月３１日 
 
２ 専決処分理由 地方税法等の一部改正に伴い、緊急に条例を改正する必要が生じたため 

 

３ 内 容  

(1)  不動産取得税  

    サービス付き高齢者向け賃貸住宅用土地を取得した場合の減額の特例措置を２年延長 

 

(2)  自動車税（環境性能割） 

  ア 公共交通移動等円滑化基準に適合したバス等を取得した場合の課税標準の特例措置を２年延長  

  イ 先進安全技術を搭載したバス等を取得した場合の課税標準の特例措置を２年延長 

 

(3)  規定の整備  

 

４ 施 行 期 日 令和７年４月１日 
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和解 

 

 

 

 

 

 

 

  

案件名 概要 

１ 

和解することについて 

 

【教育局】 

 

 未払時間外勤務手当請求事件に関して和解することについて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定に基づき

議決を求めるもの   

   

１ 事 件 名 未払時間外勤務手当請求事件 

   

２ 事件の概要    

  戸田市立笹目中学校で事務職員として勤務していた間の令和２年５月分から令和５年４月分までの時間外勤務

手当が支給されていないとして、相手方から県を被告として、令和５年１０月１９日さいたま地方裁判所に未払時

間外勤務手当の支払を請求する訴えが提起されていたもの 
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【報告】 

予算繰越報告 

案件名 概要 

１  

埼玉県一般会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R6年度繰越額     ７，３８３，７４０，５３７円   （１５件） 

２    

埼玉県一般会計繰越明許費繰越報告  

 

 

 R6年度繰越額    ９０，８６９，４２９，３１９円  （１１５件） 

３    

埼玉県一般会計事故繰越し繰越報告 

 

 

 R6年度繰越額     ６，１９８，２３９，３０２円   （３１件） 

４   

埼玉県県営住宅事業特別会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R6年度繰越額     ２，０１６，０４０，００８円    （４件） 

５    

埼玉県公営企業会計継続費逓次繰越報告 

(1)埼玉県工業用水道事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 

 R6年度繰越額           ４１６，９５０円    （１件） 
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案件名 概要 

 

(2)埼玉県水道用水供給事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 R6年度繰越額     ６，７７９，６８７，２８１円    （４件） 

 

(3)埼玉県地域整備事業会計継続費繰越計算書 

 

 R6年度繰越額     ７，７８８，２９９，６０９円    （６件） 

６    

埼玉県公営企業会計予算繰越報告 

(1)埼玉県水道用水供給事業会計予算繰越計算書 

 

 

 

 R6年度繰越額       ６３８，９２３，４７７円    （５件） 

 

(2)埼玉県流域下水道事業会計予算繰越計算書 

 

 R6年度繰越額    ２０，２２６，３２１，３４４円   （１３件） 
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地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案件名 概要 

１ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【農林部】 

 

 公務員の職務に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したこと

について、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの  

 

１ 専決処分年月日 令和７年４月２５日 

 

２ 専決処分理由 公務員の職務に係る損害賠償額の決定のため 

 

３ 相 手 方 損傷した普通乗用自動車の所有者 

 

４ 事 案 の 概 要  

  令和７年２月１３日午前９時２０分頃、セブンイレブン行田向町店の駐車場において、県職員が生産物販売

に用いるコンテナを回収する際、台車に載せたコンテナが強風により移動し、同駐車場に駐車していた相手方

の所有する普通乗用自動車に接触して損傷させたもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 ９９，５５０円 
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地方自治法第２２１条第３項の法人の経営状況報告 

法人名   概要 

１ 

埼玉県住宅供給公社   
（ Ｓ４０．１１．１０設立 ） 

   

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 庄司 健吾 

資 本 金    ４０，０００ 千円 

県出資金    ４０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

２ 

埼玉県道路公社  

（ Ｓ４６．９．１設立 ） 

   

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 高橋 厚夫 

資 本 金    １２，０５８，０００ 千円 

県出資金     １１，２１８，０００ 千円 （９３．０％） 

 

３ 

埼玉県土地開発公社  

（ Ｓ４７．１１．３０設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 高橋 厚夫 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

４ 

埼玉県消防協会  

（ Ｓ２３．８．２７設立 ） 

 

【危機管理防災部】 

 

代 表 者   会長 森田 耕一 

資 本 金    ３１８，５３２ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （３１．４％） 

 

５ 

埼玉県公園緑地協会  

（ Ｓ４６．４．２４設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 清水 匠 

資 本 金    ９７，８００ 千円 

県出資金    ４８，９００ 千円 （５０．０％） 
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法人名 概要 

６ 

埼玉県産業振興公社  

（ Ｓ４８．４．２６設立 ） 

   

【産業労働部】 

 

代 表 者   理事長 秋友 一広 

資 本 金    ５，０００ 千円 

県出資金    ５，０００ 千円 （１００．０％） 

 

７ 

埼玉県下水道公社  

（ Ｓ５４．２．１設立 ） 

    

【下水道局】 

 

代 表 者   理事長 武井 裕之 

資 本 金    １１０，０６０ 千円 

県出資金     ５５，０３０ 千円 （５０．０％） 

 

８ 

埼玉県埋蔵文化財調査事業団  

（ Ｓ５５．４．１設立 ） 

  

【教育局】 

 

代 表 者    理事長 加藤 健次 

資 本 金    １０，０００ 千円 

県出資金    １０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

９ 

埼玉県生活衛生営業指導センター  

（ Ｓ５７．４．２１設立 ） 

 

【保健医療部】 

 

代 表 者    理事長 田村 眞 

資 本 金    １０，０１８ 千円 

県出資金      ４，０００ 千円 （３９．９％） 

 

１０ 

埼玉県農林公社  

（ Ｓ５８．１１．１設立 ） 

 

【農林部】 

 

代 表 者    理事長 小畑 幹 

資 本 金     ９８１，４３７ 千円 

県出資金     ５１５，０００ 千円 （５２．５％）  
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法人名 概要 

１１ 

さいたま緑のトラスト協会  

（ Ｓ５９．８．１設立 ） 

 

【環境部】 

 

代 表 者    理事長 太田 猛彦 

資 本 金    １３，０００ 千円 

県出資金        ５，０００ 千円 （３８．５％） 

 

１２ 

埼玉県産業文化センター  

（ Ｓ６２．５．１設立 ）   

 

【産業労働部】 

 

代 表 者    理事長 加藤 喜久雄  

資 本 金     １５０，０００ 千円 

県出資金        ５０，０００ 千円 （３３．３％） 

 

１３ 

埼玉県国際交流協会  

（ Ｓ６２．６．１設立 ）  

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 鷺坂 長美 

資 本 金    ３２８，１６４ 千円 

県出資金      ２００，０００ 千円 （６０．９％） 

 

１４ 

埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター  

（ Ｈ１．５．１設立 ） 

 

【警察本部】 

 

代 表 者    理事長 吉田 信解 

資 本 金    １，０４０，０００ 千円 

県出資金          ７７９，５８７ 千円 （７５．０％） 

 

１５ 

いきいき埼玉  

（ Ｈ１．１０．１設立 ） 

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 永沢 映 

資 本 金    ８２，０００ 千円 

県出資金     ５０，０００ 千円 （６１．０％） 
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法人名 概要 

１６ 

埼玉県河川公社  

（ Ｈ４．３．２７設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者    理事長 奥ノ木 信夫 

資 本 金    ３５，０００ 千円 

県出資金    １８，０００ 千円 （５１．４％） 

 

１７ 

埼玉県芸術文化振興財団  

（ Ｈ５．７．１設立 ）   

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 加藤 容一 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金     １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

１８ 

株式会社さいたまアリーナ  

（ Ｈ９．３．２７設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者    代表取締役社長 三上 浩嗣 

資 本 金    ４９５，０００ 千円 

県出資金    １５０，０００ 千円 （３０．３％） 

 

１９ 

株式会社さいたまリバーフロンティア 

（ Ｈ１２．２．９設立 ） 

 

【企業局】 

 

代 表 者   代表取締役社長 大山 澄男 

資 本 金    １３０，０００ 千円 

県出資金       ５８，０００ 千円 （４４．６％） 
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観光づくりに関する基本的な計画の変更 

 
 
 
 
 

案件名 概要 

１ 

第３期埼玉県観光づくり基本計画の変更について 

 

【産業労働部】 

 

１ 根  拠  

  埼玉県観光づくり推進条例第１６条第４項 

 

２ 趣  旨 

  埼玉県５か年計画の変更を踏まえ、指標の変更を行ったもの 

 

３ 変更内容  

  外国人観光客数  

 変更前 変更後 

令和８年度 ６５万人 ９７万人 

 

 


